「介護の日」記念　ふれあいタオル寄贈事業実施要項
１．趣　　旨
　高齢化などにより介護が必要な方々が増加している一方、介護にまつわる課題は多様化しています。
　こうした中、多くの方々に介護を身近なものとしてとらえていただくとともに、介護現場や在宅介護世帯で使用するタオルの寄贈をとおして、それぞれの立場で介護を考え、関わっていただくことを目的に「介護の日」を記念して、ふれあいタオル寄贈事業を実施いたします。
２．実施主体　　

　　社会福祉法人　沖縄県社会福祉協議会
3．後援団体
　　沖縄県市町村社会福祉協議会連絡協議会

　  沖縄県民生委員児童委員協議会

　  沖縄県教育委員会

４．協力団体　　
　　市町村社会福祉協議会

５．タオルの種類

　　未使用の物（記念品などで配られたまま家庭等で使用されていないタオル等）
６．実施内容
　　別紙参照

７．問合せ先

　　沖縄県社会福祉協議会　福祉人材研修センター（担当：新崎、城間）

　　〒903-8603　那覇市首里石嶺町4-373-1　沖縄県総合福祉センター東棟3階

　　TEL　098-882-5703　FAX　098-886-8474

別紙

　STEP１【県内の小・中・高校でタオルの収集】

ねらい　生徒に「ふれあいタオル」の収集・寄贈を通して、介護への関わりや関心を持っていただくことを目的としています。
実施場所　県内各小・中・高校

実施方法　各校で未使用タオルを収集いただき、市町村社会福祉協議会へ寄贈を行う。

実施期間　平成22年10月1日から10月30日の間

　STEP２【市町村社会福祉協議会へタオルの寄贈】

ねらい　市町村内各校で収集いただいた「ふれあいタオル」の寄贈を通して、寄贈校の生徒へ市町村内の介護の現状等について啓発を行っていただくことを目的としています。

寄贈先　市町村社会福祉協議会

実施方法　市町村社会福祉協議会は、各校で収集した「ふれあいタオル」の受領を行うとともに、寄贈校生徒に対して市町村内の介護の現状について啓発を行う。

実施期間　平成22年11月1日から11月11日の間

　STEP３【市町村の介護福祉施設や在宅介護世帯等へタオルの配分】

ねらい　市町村内の介護施設等へ「ふれあいタオル」の配分を通して、寄贈校生徒と配分施設等との関係性を築くことを目的としています。

配分先　市町村内の介護施設や介護関連事業実施機関、在宅介護世帯

実施方法　市町村社会福祉協議会が、寄贈数に応じた配分施設や世帯の調整を行い、配分に際しては本事業の趣旨説明及び贈呈式の設定など寄贈者と配分先との関係づくり意識して行う。また、在宅介護世帯への配分については、歳末助け合い運動と連携し、民生委員・児童委員の協力を得て行う。

実施期間　平成22年11月12日から12月31日の間









